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三井住友信託銀行 年金企画部  
 

令和４年度税制改正大綱について  
 

2021年（令和３年）12月10日、自民・公明両党から「令和４年度税制改正大綱」が発表されました。 

大綱中の企業年金関連事項について以下のとおりご案内申し上げます。 

大綱には、前年に引き続き税制改正の基本的な考え方や、拠出・運用・給付の包括的な見直しに向

けた議論、個人住民税における合計所得金額に係る規定の整備等に関して記載されております。 

私的年金における公平な税のあり方については、「各種私的年金の共通の非課税拠出枠や従業員そ

れぞれに私的年金等を管理する個人退職年金勘定を設けるといった議論も参考にしながら」検討を進

めるとの記載がされております。引き続き、今後の検討状況について注目してまいります。 

 

令和４年度税制改正大綱からの抜粋（年金関連事項） 

Ⅰ．私的年金に関する公平な税制のあり方 

第一 令和４年度税制改正の基本的考え方 

 ２．経済社会の構造変化を踏まえた税制の見直し 

（１）個人所得課税のあり方  

① 諸控除の見直し 

個人所得課税については、わが国の経済社会の構造変化を踏まえ、配偶者控除等の見直し、給

与所得控除・公的年金等控除・基礎控除の一体的な見直しなどの取組みを進めてきている。多様

で柔軟な働き方が一層拡大する中、働く意欲を阻害せず、公平で、働き方に中立的な税制を構築

していくことが重要である。今後も、これまでの税制改正大綱に示された方針や、令和２年分所

得から適用となった改正の影響等も踏まえ、各種控除のあり方等を検討する。 

② 私的年金等に関する公平な税制のあり方 

働き方やライフコースが多様化する中で、老後の生活に備えるための支援について、働き方に

よって有利・不利が生じない公平な税制を構築することが、豊かな老後生活に向けた安定的な資

産形成の助けとなると考えられる。 

こうした観点から、令和３年度税制改正大綱では、私的年金等の拠出・給付段階の課税につい

て、雇用の流動性や経済成長との整合性なども踏まえ、税制が老後の生活や資産形成を左右しな

い仕組みとするべく、諸外国の例も参考に給与・退職一時金・年金給付の間の税負担のバランス

を踏まえた姿とする必要性について指摘した。私的年金や退職給付のあり方は、個人の生活設計

にも密接に関係することなどを十分に踏まえながら、拠出・運用・給付の各段階を通じた適正か

つ公平な税負担を確保できる包括的な見直しに向けて、例えば各種私的年金の共通の非課税拠出

枠や従業員それぞれに私的年金等を管理する個人退職年金勘定を設けるといった議論も参考にし

ながら、老後に係る税制について、あるべき方向性や全体像の共有を深めながら、具体的な案の

検討を進めていく。 

なお、高所得者層において、所得に占める金融所得等の割合が高いことにより、所得税負担率

が低下する状況がみられるため、これを是正し、税負担の公平性を確保する観点から、金融所得

に対する課税のあり方について検討する必要がある。その際、一般投資家が投資しやすい環境を

損なわないよう十分に配慮しつつ、諸外国の制度や市場への影響も踏まえ、総合的な検討を行う。 

 

      SSuuMMiiTTRRUUSSTT年年金金ニニュューースス  
 

（２０２１年１２月１３日） 

https://www.jimin.jp/news/policy/202382.html
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本資料は、作成日において弊社が信頼できると判断した情報等に基づいて作成したものであり、その情報の正確性・確実性について保証す

るものではありません。本資料の内容に関する疑問・不明点がございましたら、弊社営業担当店部等にご照会下さいますようお願い申し上

げます。本メールまたはファックスが、万一誤ってご登録先以外の方に着信した場合には、お手数ですが次の担当部署までご連絡下さいま

す様お願い申し上げます。 〔担当部署〕三井住友信託銀行株式会社 年金企画部  〔電話番号〕03-5404-3081 

 

Ⅱ．個人住民税における合計所得金額に係る規定の整備 

第二 令和４年度税制改正の具体的内容 

六 納税環境整備 

 ５ その他 

  （地方税） 

（２）個人住民税における合計所得金額に係る規定の整備 

① 公的年金等控除額の算定の基礎となる公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金

額には、個人住民税における他の所得控除等と同様に、退職手当等を含まない合計所得金額を

用いることとする。 

（注）上記の改正は、令和４年度分以後の個人住民税について適用する。 

② 給与所得者の扶養親族申告書及び給与支払報告書並びに公的年金等受給者の扶養親族申告書

及び公的年金等支払報告書について、退職手当等を有する一定の配偶者及び扶養親族の氏名等

を記載し、申告することとする等の措置を講ずる。 

（注）上記の改正は、令和５年１月１日以後に支払われる給与等及び公的年金等について適用する。 

③ 確定申告書における個人住民税に係る附記事項に、退職手当等を有する一定の配偶者及び扶養

親族の氏名等を追加する。 

（注）上記の改正は、令和４年分以後の確定申告書を令和５年１月１日以後に提出する場合につい

て適用する。 

④ その他所要の措置を講ずる。 

 

Ⅲ．年金課税における検討事項 
第三 検討事項 

 １ 年金課税については、少子高齢化が進展し、年金受給者が増大する中で、世代間及び世代内の公

平性の確保や、老後を保障する公的年金、公的年金を補完する企業年金を始めとした各種年金制

度間のバランス、貯蓄・投資商品に対する課税との関連、給与課税等とのバランス等に留意する

とともに、平成30年度税制改正の公的年金等控除の見直しの考え方や年金制度改革の方向性、諸

外国の例も踏まえつつ、拠出・運用・給付を通じて課税のあり方を総合的に検討する。 

 

以上 


